
 

「届出医療等の活用と留意点」（2020 年度～2021 年度版）正誤及び追補 
（2021.８.18 現在)  

※本書発刊以降に厚労省から出された告示・通知の訂正などによる正誤・追補は、■印で示している。 

 今回追加分は、太枠で示した。 

頁 訂正箇所 誤 正 

112 下から１段目 

□「特掲診療料の施設基準に係る届出書」（別添

２・39 頁参照） 

□「特掲診療料の施設基準等に係る届出書」（別

添２の２・39 頁参照） 

□専任の常勤医師等の経験が確認できる文書 

□専任の看護師の経験が確認できる文書 

□専任の看護師について、糖尿病足病変の指導

に係る研修を修了していることが確認できる

文書 

□「特掲診療料の施設基準等に係る届出書」

（別添２の２・39 頁参照） 

 

113 下から１段目 
□「特掲診療料の施設基準等に係る届出書」（別

添２・39 頁参照） 
（削除） 

135 下から１段目 
□「特掲診療料の施設基準等に係る届出書」（別

添２・39 頁参照） 
（削除） 

■333  届出様式を別添１と差し替え 

469 下から２行目 
□「［  ］に勤務する従事者の名簿」（様式４・45 頁

参照）及び有資格者の免許証の写し※５ 

□「［  ］に勤務する従事者の名簿」（様式４・45

頁参照）※５ 

472 
表中、下から

２行目 

□「［  ］に勤務する従事者の名簿」（様式４・45 頁

参照）及び有資格者の免許証の写し※５ 

□「［  ］に勤務する従事者の名簿」（様式４・45

頁参照）※５ 

474 
表中、下から

２行目 

□「［  ］に勤務する従事者の名簿」（様式４・45 頁

参照）及び有資格者の免許証の写し※５ 

□「［  ］に勤務する従事者の名簿」（様式４・45

頁参照）※５ 

475 
表中、下から

２行目 

□「［  ］に勤務する従事者の名簿」（様式４・45 頁

参照）及び有資格者の免許証の写し※５ 

□「［  ］に勤務する従事者の名簿」（様式４・45

頁参照）※５ 

477 
表中、下から

２行目 

□「［  ］に勤務する従事者の名簿」（様式４・45 頁

参照）及び有資格者の免許証の写し※５ 

□「［  ］に勤務する従事者の名簿」（様式４・45

頁参照）※５ 

488 
表中、下から

２行目 

□「［  ］に勤務する従事者の名簿」（様式４・45 頁

参照）及び有資格者の免許証の写し※５ 

□「［  ］に勤務する従事者の名簿」（様式４・45

頁参照）※５ 

516 下から１行目 

※２ 「４」その他の場合を算定した患者は、当該月

の患者数の合計に数えない。 

※２ 当該月に「４」その他の場合のみを算定し

た患者は、当該月の患者数の合計に数え

ない。 

642 

表中、下から

３段目を削除

し、下から２

段目を変更 

 

届け出た医師に変更があった場合

にはその都度届出を行う。 

□ 

届け出た臨床検査技師に変更があっ

た場合、届出要件を満たす臨床検査

技師が配置されていることがわかるよ

うに帳票類を整備している。（届出は

不要） 

□ 

 

届け出た医師又は臨床検査技師に

変更があった場合、届出要件を満た

す医師又は臨床検査技師が配置さ

れていることがわかるように帳票類を

整備している。（届出は不要） 

□ 

679 

表中、上から

10 段目の３

つ目の※ 

※当該保険医療機関において常態として週３日以

上かつ週 22 時間以上の勤務を行っており、当該

勤務時間以外の所定労働時間について、自宅等

の当該保険医療機関以外の場所で病理画像の

観察を行う医師を除く。 

（削除） 

■734 

下から８行目 カ 過疎地域自立促進特別措置法（平成 12年法律

第 15号）第２条第１項に基づいて告示された過疎

地域 

カ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特

別措置法（令和３年法律第 19号）第２条第１項に

基づいて告示された過疎地域 

■802 

※２ ※２ 重症度、医療・看護必要度について、2020

年 3 月 31 日時点で現に当該入院料等を届け

出ている場合、急性期一般入院料 1～3、5～6

※２ 重症度、医療・看護必要度について、2020

年 3 月 31 日時点で現に急性期一般入院料

1～6を届け出ている場合、2021年９月 30日



 

■806 

※２ は 2020年 9月 30日まで、急性期一般入院料

4は 2021年 3月 31日までの間の限り、それ

ぞれ当該入院料等に係る重症度、医療・看護

必要度の基準を満たすものとみなす。 

までの間の限り、それぞれ当該入院料等に

係る重症度、医療・看護必要度の基準を満

たすものとみなす。なお、2021 年 10 月１日

以降も急性期一般入院料２～６を算定す

る場合は様式 10 のみを用いて届け出れば

良い。また、急性期一般入院料７及び地域

一般入院料１は、2020 年９月 30 日までに

限り 2020 年度改定前の評価票を用いて差

し支えない。 

■835 

上から２段目

の最後に右

を追加 

※2020年３月 31日時点で７対１入院基本料を届け出ている病院については、2021年９月 30日までの

間は重症度、医療・看護必要度の要件を満たす。 

■881 

下から８行目

～下から５行

目 

⑤ 2020年９月30日までの間は、2020年度診療報

酬改定前の一般病棟用の重症度、医療・看護必

要度に係る評価票を用いて測定してもよいが、

2020 年 10 月１日以降も当該加算の届出を行う

場合には、少なくとも 2020年９月１日より 2020年

度診療報酬改定後の評価票で測定する必要が

ある。 

⑤ 2020 年３月 31 日時点で当該加算を届け出

ている病院については、2021年９月 30日まで

の間は重症度、医療・看護必要度の要件を満

たす。 

897 

上から２行目 緊急入院患者数とは、救急搬送（特別の関係にある

保険医療機関に入院する患者又は通院する患者、

介護老人保健施設若しくは介護医療院に入所する

患者、介護療養型医療施設に入院する患者若しく

は居住系施設入居者等である患者を除く）により緊

急入院した患者 

緊急入院患者数とは、救急搬送（特別の関係に

ある保険医療機関に入院する患者を除く）により

緊急入院した患者 

■908 

表中下から２

段目の最初

の※ 

※2020 年３月 31 日時点で既に当該加算を算定す

る病院については、2020 年９月 30 日までの間は

要件を満たす。 

※2020 年３月 31 日時点で既に当該加算を算定

する病院については、2021年９月 30日までの

間は要件を満たす。 

■917 

表中下から３

段目の最初

の※ 

※2020 年３月 31 日時点で既に当該加算を算定す

る病院については、2020 年９月 30 日までの間は

要件を満たす。 

※2020 年３月 31 日時点で既に当該加算を算定

する病院については、2021年９月 30日までの

間は要件を満たす。 

■923 

表中上から４

段目の最初

の※ 

※2020年３月 31日時点で当該加算１を算定する病

院は、2020 年９月 30 日までの間は要件を満た

す。 

※2020年３月31日時点で当該加算１を算定する

病院は、2021年９月 30日までの間は要件を満

たす。 

■ 

1042 

表中下から１

段目の上か

ら 5行目の下

に右を追加 

※「小児患者の在宅以降医療に係る適切な研修」の規定については、2020 年３月 31 日において、

入退院支援加算３に係る届出を行っている保険医療機関であって、改正前（2020 年度改定前）

の規定により、配置されている「入退院支援及び５年以上の新生児集中治療に係る業務の経験を

有する専従の看護師」については、2021 年９月 30 日までの間に限り、当該研修を修了している

ものとみなす。 

1054 

下から２段目 □ 専任の常勤医師について、精神科もしくは神経

内科を主たる業務とした５年以上の経験が確認

できる文書又は３年未満の場合は適切な研修を

修了したことが確認できる文書 

□ 専任の常勤看護師について、認知症患者の看

護に５年以上従事した経験を有し、認知症看

護に係る適切な研修を修了していることが確認で

きる文書 

□ 常勤社会福祉士又は常勤精神保健福祉士に

ついて、認知症患者又は要介護者の退院調整に

係る経験が確認できる文書あるいは介護支援

専門員証の写し 

□ 専任の常勤医師について、精神科もしくは神

経内科を主たる業務とした経験が３年未満の

場合は適切な研修を修了したことが確認でき

る文書 

□ 専任の常勤看護師について、認知症看護に

係る適切な研修を修了していることが確認でき

る文書 

□ 常勤社会福祉士又は常勤精神保健福祉士

について、認知症患者又は要介護者の退院

調整に係る経験がない場合は介護支援専門

員証の写し 

■1132 

表中下から３

段目の２つめ

の※ 

※2020 年３月 31 日において現に回復期リハビリテ

ーション病棟入院科１又は３を届け出ている病棟

については、同年９月 30 日まで当該基準を満た

しているものとみなされる。 

※2020 年３月 31 日において現に回復期リハビリ

テーション病棟入院科１又は３を届け出ている

病棟については、2021年９月 30日まで当該基

準を満たしているものとみなされる。 



 

1136 

上から２段目 イ  直近６カ月間に退院した患者数（入院期間が

通算される再入院患者及び死亡患者を除き、他

の保険医療機関へ転院した者等を含む。ただし、

同一の保険医療機関の当該入院料の病棟以外

の病棟へ転棟した患者及び他の保険医療機関

に転院した患者を除く。なお、当該患者の数及び

患者の症状詳記の一覧を、届出の際に別途添付

の上提出する） 

イ  直近６カ月間に退院した患者数（入院期間

が通算される再入院患者及び死亡患者を除

き、他の保険医療機関へ転院した者等を含

む。ただし、同一の保険医療機関の当該入院

料の病棟以外の病棟（一般病棟入院基本料

を算定する病棟に限る）へ転棟した患者及び

他の保険医療機関に転院した患者を除く。な

お、当該患者の数及び患者の症状詳記の一

覧を、届出の際に別途添付の上提出する） 

1139 

上から２段目

のア 

ア 届出を行う月及び算定月（４月・７月・10 月・１

月）に算定したリハビリテーション実績指数が 40

以上である。 

ア 届出を行う月及び算定月（４月・７月・10 月・１

月）に算出したリハビリテーション実績指数が

40 以上（回復期リハビリテーション病棟入院

料 3・4については 35以上、5・6については 30

以上）である。 

1157 
上から２段目

の５行目 

直近３カ月に３人以上自宅等からの受け入れ実績

がある。 

直近３カ月に６人以上自宅等からの受け入れ実

績がある。 

■1157 

上から２段目

の※ 

※2020 年３月 31 日において現に地域包括ケア病

棟入院料１・３又は地域包括ケア入院医療管理料

１・３を届け出ている病棟（室）については、同年９

月 30日まで当該基準を満たしているものとみなさ

れる。 

※2020 年３月 31 日において現に地域包括ケア

病棟入院料１・３又は地域包括ケア入院医療

管理料１・３を届け出ている病棟（室）について

は、2021 年９月 30 日まで当該基準を満たして

いるものとみなされる。 

上から３段目

の２つ目の※ 

上から４段目

の※ 

1163 
上から２段目 ・ 在宅（自宅、居宅系介護施設、介護老人保護施

設の短期入所療養介護等） 

・ 在宅（自宅、居宅系介護施設、介護老人保健

施設の短期入所療養介護等） 

■1163 

上から３段目

の最初の※ 

※2020 年３月 31 日において現に地域包括ケア病

棟入院料（入院医療管理料）を届け出ている病棟

（室）については、同年９月 30 日まで当該基準を

満たしているものとみなされる。 

※2020 年３月 31 日において現に地域包括ケア

病棟入院料（入院医療管理料）を届け出てい

る病棟（室）については、2021年９月 30日まで

当該基準を満たしているものとみなされる。 

1172 

下から２段目 当該病棟の入院患者数の概ね９割以上が、… 

ア  意識障害レベルが JCS（Japan Coma Scale）で

Ⅱ−３（又は 30）以上又は GCS（Glasgow Coma 

Scale）で９点以下の状態が２週以上持続してい

る患者 

当該病棟の入院患者数の概ね８割以上が、… 

ア  意識障害レベルが JCS（Japan Coma Scale）

でⅡ−３（又は 30）以上又は GCS（Glasgow 

Coma Scale）で８点以下の状態が２週以上

持続している患者 

■1225 
上から 12 行

目 

⑤過疎地域自立促進特別措置法第２条第１項に規

定する過疎地域 

⑤過疎地域の持続的発展の支援に関する特別

措置法第２条第１項に規定する過疎地域 

 

最新の正誤表については、保団連 HP(https://hodanren.doc-net.or.jp/) でも紹介

していきますので、ご確認下さい。 



別紙１


